
対象となる教育機関

カテゴリ 詳細

初等中等教育機関 幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校またはこれら

に準ずる各種学校※1 。

高等教育機関 大学（短期大学/大学院/放送大学/医学部付属病院を含む）、高等専門学校、専修学校※2 （高等専修学校/専門

学校を含む）またはこれらに準ずる各種学校※1 。

各種大学校 各種大学校とは、各種設置法等に基づき、国、独立行政法人および地方公共団体が設置したもので、自治大学

校、防衛大学校、気象大学校、航空大学校、海技大学校、水産大学校および農業大学校などを指します。

教育委員会（事務局

を含む）

地方教育行政の組織および運営に関する法律第2条に規定されているもの。

学校法人 初等中等および高等教育機関の設立・運営を主体とする学校法人。

教育センター／教育

研究所／美術館／博

物館／公民館／図書

館など

地方教育行政の組織および運営に関する法律第30条に規定されているもの。 

また、文部科学省が所管する独立行政法人のうち教育を目的とした機関。

公共職業能力開発施

設／職業能力開発総

合大学校 

／職業訓練法人

公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法第15条の6に規定され、国および地方公共団体が設置するいず

れかの施設を指します。職業訓練法人とは、職業能力開発促進法第31条に規定され、都道府県知事の認可を受け

た法人を指します。職業訓練を業務委託された法人または団体は別途ご相談ください。

身体障害者社会参加

支援施設  

および養成施設

身体障害者福祉法第28条に規定される身体障害者社会参加支援施設および身体障害者の社会参加の支援の事務に

従事する者の養成施設を指します。

大学共同利用機関 国立大学法人法第2条第3項に規定された大学共同利用機関法人および同条第4項に規定された大学共同利用機関

を指します。

教育を目的とした活

動を行う認定NPO法

人または特例認定

NPO法人

特定非営利活動促進法に規定される認定特定非営利活動法人および特例認定特定非営利活動法人のうち、教育活

動を目的とするものを指します。  

※所属する機関が対象にあたるか不明な場合はお問合せください。

保育所／保育園 児童福祉法第39条に規定される保育所。

職業能力開発校

職業能力開発短期大学校

職業能力開発大学校

職業能力開発促進センター

障害者職業能力開発校

職業能力開発総合大学校


